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第２ 高層の建築物 

 

１ 適用の範囲 

本項の内容については、非常用エレベーター及び特別避難階段が法令上必要とされる高層の建築物に対して適用

するものであること。 

 

２ 指導の原則 

本項は関係法令で定める規定（本審査基準に定める基準を含む。）によるほか、高層建築物の特異性により出火防

止、火災拡大防止、避難の安全確保、消防活動の容易性の確保等を図るため指導するものであること。 

 

３ 出火防止対策 

（１）火気使用設備器具などの熱源となるもの 

  ア 共同住宅以外の用途で使用する場合 

  （ア）防災センター、管理人室等により災害時の対応が常時可能な体制がとられていること。◆ 

  （イ）厨房設備は、使用中に誤って放置された場合の出火防止性能を有すること。以下の例を参考とし、努めて

必要な措置を講ずること。◆ 

    ａ こんろ等は、調理油過熱防止装置を有すること。 

    ｂ 厨房に従業員が不在になった場合には、自動的に熱源を停止すること。 

  （ウ）厨房設備は、長周期地震の影響も考慮した地震発生時の出火防止性能を有すること。以下の例を参考とし、

努めて必要な措置を講ずること。◆ 

ａ 地震時には緊急地震速報の受信により熱源を迅速に停止できる体制をとること。又は、自動的に熱源を

停止すること。 

    ｂ 高温の調理油と裸火又は水を隣接させない厨房設備のレイアウトとすること。 

（エ）６０ｍを超える建築物内に設ける厨房設備の排気ダクトの排気取入口には火炎伝送防止装置として、自動

消火装置を設けること。◆ 

  （オ）自動消火装置は、第３章第２節第２３「フード等用簡易自動消火装置」に適合するもの又はこれと同等の

性能を有するものであること。◆ 

  （カ）熱源の燃料等の漏えいを検知する装置等を出火防止に活用できる体制を努めてとること。◆ 

  （キ）都市ガスを使用する火気使用設備器具を使用する場合は次の基準によること。◆ 

    ａ ガス配管等の設計施工は、「高層建築物のガス安全システム（その１）」（第２－１表）により行うものと

する。ただし、６０ｍ以下の建築物にあっては、「高層建築物のガス安全システム（その２）」（第２－２表）

により行うことができるものであること。 

    ｂ 火気使用設備器具は、努めて一定の場所に集中し、当該部分を耐火構造の壁、床又は防火戸で区画する

とともに、区画内の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを、準不燃材料とし、かつ、その下地を不燃

材料とする。 

  （ク）電気・都市ガスを熱源とするものを除き、ストーブ、パッケージ型温風暖房機等による局所暖房は抑制す

るものとすること。◆ 

（ケ）燃料容器により供給される液化石油ガスを燃料とする火気設備器具は、使用しないこと。◆ 

  （コ）電気を熱源とする設備器具で入力の合計が２３ｋＷを超えるものにあっては、前（キ）のｂによるものと

すること。◆ 

  イ 共同住宅の用途で使用する場合 

  （ア）都市ガスを使用する火気使用設備器具を使用する場合は、次の基準によること。◆ 

    ａ ガスこんろは「ガス用品の技術上の基準等に関する省令」に基づく、調理油過熱防止装置、立ち消え安

全装置を有すること。 

    ｂ ガス配管等の設計施工は、「高層建築物のガス安全システム（その３）」（第２－３表）により行うものと

すること。 

  （イ）液化石油ガスを燃料とする火気使用設備器具については、前ア、（ケ）を準用すること。◆ 
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  （ウ）電気こんろ類は、努めて調理油過熱防止装置等の安全装置付のものとすること。◆ 

  （エ）火気使用設備器具を屋内に設置する場合は、必要な換気量を確保すること。 

  （オ）火気使用設備器具を使用する居室の家具・家電類は、地震動等により火気使用設備器具への転倒、落下し

ない対策を行うこと。◆ 

  ウ 運用上の留意事項◆ 

    適用範囲については１によるものとするが、高さが６０ｍを超える共同住宅にあってはすべて適用対象とす 

ること。 

なお、１５階建以下の共同住宅にあっては、適用範囲外として扱うことができるものであること。 

（２）危険物配管 

   屋上等に設置するボイラー、バーナー等一般取扱所における配管は次によること。◆ 

ア 危険物配管はできる限り単独で設置するものとし、電気、ガス配管とは混在させないこと。 

  イ 危険物配管に可とう管継手等の緩衝装置を設置する場合は、地震動に対して有効な位置に設置すること。 

（３）その他 

受電設備並びに変電設備等の変圧器及び遮断器は、努めて不燃油使用機器又は乾式のものを使用するものであ

ること。◆ 

 

４ 避難施設 

（１）特別避難階段は次によること。 

  ア 付室（バルコニーを含む。）から階段に通じる出入口は常時閉鎖式防火戸とすること。 

  イ 屋内から付室に通じる出入口は、防火シャッター以外の防火戸とすること。◆ 

  ウ 屋内から付室に通じる出入口の上部には、おおむね３０㎝以上の防煙上有効な固定のたれ壁（小壁）を設け

ること。◆ 

  エ 付室は、廊下から通じるものであること。◆ 

  オ 付室に設ける給気用の風道（シャフト）は、おおむね１０～１５階層単位に外気取入口を設け、かつ、外気

取入口は排煙口等との離隔を保つこと。◆ 

  カ 階段室及び付室に面して倉庫、湯沸室の出入口及びＥＰＳシャフトの点検口を設けないこと。◆ 

  キ 付室内には、非常用エレベーター出入口を除き、他のエレベーターの出入口を設けないこと。◆ 

  ク 屋内から付室に通じる出入口に設ける防火戸が両開きのとびらの場合にあっては、閉鎖調整器等を設け、と

びらが閉鎖した場合間隙を生じないものであること。 

（２）その他 

  ア 各階において、特別避難階段に通じる廊下等の避難経路は単純なものとすること。◆ 

  イ 避難階において回転ドアを設置する場合は、別の避難用とびらを設けるとともに回転ドアの事故防止のため

の措置を講じること。 

  ウ 排煙設備の設置にあたっては、当該設備を作動した場合、とびら内外の静圧差によって避難時にとびらの開

閉障害が生じないよう、空気の流通に有効な外気に面する開口部を各階の避難経路の一部に設けること。◆ 

※ 排煙設備の運用にあたっては、排煙設備による煙の制御を考慮した基本的は避難誘導マニュアル（第２－

４表）を参考とし建築物の実態に応じて運用するものであること。◆ 

  エ 高層の建築物の自然排煙設備の設置については、ビル風などの影響が大きいため、排煙口の配置・構造に配

意すること。◆ 

  オ 高層の共同住宅は、全周又は連続バルコニーを設置すること。◆ 

 

５ 消防活動上必要な施設 

消防活動上必要な施設は次によること。◆ 

（１）非常用エレベーター 

  ア 非常用エレベーターは、耐震性を十分考慮するものであること。 

  イ 非常用エレベーターの乗降ロビーは、廊下又は前室を介して居室と接続すること。 

  ウ 非常用エレベーターの乗降ロビー及び特別避難階段の付室に屋内消火栓又は連結送水管の放水口が設けられ

ている場合は、乗降ロビー等から屋内に通じる出入口の防火戸の下方に、次により消防用ホース通過孔を設け

ること。 
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  （ア）位置はちょう番の反対側下部とすること。 

  （イ）幅及び高さは、それぞれおおむね１５㎝及び１０㎝とすること。 

  （ウ）消防用ホース通過孔の部分は手動で開閉できるものとし、常時閉鎖状態が保持でき、かつ、平成１２年建

設省告示第１３６０号第２の構造とすること。 

  （エ）消防用ホース通過孔部分は蛍光性の塗色をする等、容易に位置を確認できるようにすること。（第２－１図

参照） 

      

 

 

   

 

 

   

なお、当該消防用ホース通過孔について、平成１２年建設省告示第１３６０号第２に定める構造に適合すれ

ば当該通過孔の開き方向は、第２－２図のＡ、Ｂいずれの工法で施工しても差し支えないものであること。◆ 

（２）消防活動上必要な設備の設置 

高層の建築物の消防活動を迅速性かつ容易性を高めるため、消防活動上必要な設備を集約して設置すること。 

  ア 設置場所 

  （ア）非常用エレベーター乗降ロビー 

  （イ）特別避難階段付室、バルコニー 

  （ウ）階段室 

  イ 消防活動上必要な設備 

  （ア）連結送水管放水口 

  （イ）非常コンセント 

  （ウ）非常電話 

  （エ）排煙設備の手動起動装置 

（３）その他 

第２－１図 

○ 枠 ホース通過孔とも欠込まない方法 

  （ただし、Ｂ工法については、扉を一度手前に引いてホー

ス通過孔を開放する必要がある。） 

 

           〔単位：cm〕 

○ 枠を欠込む方式（Ｂ工法の変形） 

  （平成12年建設省告示第1360号第２に適

合しない。） 

 

○ ホース通過孔を欠込む方式 

（Ｂ工法の変形） 

  （平成12年建設省告示第1360号第２に適

合しない。） 

 

第２－２図 
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  ア おおむね軒高１００ｍを超える建築物の地階部分で無線通信が困難なものにあっては、無線通信補助設備を

設けること。 

  イ 火災時において、減圧及び煙の排出に有効な外気に面する開口部を各階の避難経路の一部に設けること。 

 

６ 消防用設備等の耐震措置 

（１）スプリンクラー設備 

スプリンクラー設備の耐震措置は、第２－５表の指針及び第２－６表の地震に対する目標強度によること。 

なお、他の消防用設備（屋内消火栓設備、泡消火設備、消防用水及び連結送水管）もこれに準ずること。 

（２）非常電源 

  ア 非常電源の耐震措置は第２－７表によること。 

なお、一般電気設備にあっても出火防止及び機能確保のうえからこれに準ずること。 

  イ 非常電源は、最も地震動の影響が少ない地盤面以下に設置することを原則とする。 

  ウ 非常電源の設置に伴うアンカーボルトの選定にあたっては、次によること。 

  （ア）地震力の算定 

    ａ 設備機器に対する設計用水平地震力ＦＨ 

ＦＨ＝ＫＨ・Ｚ・Ｗ（ｋｇｆ） 

    ｂ 設備機器に対する設計用鉛直地震力ＦＶ 

ＦＶ＝１／２ＦＨ（ｋｇｆ） 

  （イ）アンカーボルトの選定 

床、基礎据付けの場合によるアンカーボルトの選定は、次による。 

    ａ アンカーボルトの本数及び径並びに施工方法を仮定して検討する。 

アンカーボルトの本数は、４本以上とする。なお、ボルト径があまり大きくなる場合には、ボルト本数

を多くして再度検討を行う。 

    ｂ アンカーボルトの引抜力を計算する。 

アンカーボルトに加わる引抜力は次式で表される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ｃ アンカーボルトのせん断力を計算する。 

アンカーボルトのせん断力は次式で表される。 

 

ℓｃ 

ℓ 

Ｒｂ(引抜力) 

Ｇ 

ｈＧ 

ＦＨ 

(Ｗ－ＦＶ) アンカーボルト 

機器（重量Ｗ） 

矩形断面の場合 

ℓ 

ＦＨ・ｈＧ－（Ｗ－ＦＶ）・ℓＧ 

Ｒb ＝―――――――――――― 
ℓ・ｎｌ 

ＦＨ 

Ｑ ＝― 
ｎ 
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    ｄ アンカーボルトの選定 

Ｒｂ及びＱの値から次図「ボルト許容組合せ応力図」によりアンカーボルト径を求める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ｅ アンカーボルトの施工方法に応じた基礎ボルトの許容引抜荷重と照合する。 

アンカーボルトの施工方法には、多種多様なものがあるので、別図を参考として選定する。 

 

※ 記号の意味 

ＦＨ：設計用水平地震力 

ＦＶ：設計用鉛直地震力 

ＫＨ：設計用水平震度（免震構造及び制振構造の建築物の場合は設計者の指定する数値、それ以外の場合は

第２－６表による。） 

Ｚ ：地震地域係数（関東地方は、１．０とする。） 

Ｗ ：機器の重量（ｋｇｆ） 

ｈＧ：据付面より機器重心までの高さ（㎝） 

ℓ６ ：検討する方向からみたボルト中心から機器重心までの距離（㎝） 

      ただし、ℓＧ≤ℓ／２とする。 

ℓ  ：検討する方向からみたボルトスパン（㎝） 

Ｒｂ：基礎ボルト１本あたりの引抜力（ｋｇｆ） 

Ｑ ：基礎ボルト１本あたりのせん断力（ｋｇｆ） 

ｎ１：機器転倒を考えた場合の引張りを受ける片側の基礎ボルト数≦（ｎ／２） 

ｎ ：水平地震力を受ける基礎ボルト総本数 

【引用文献】建築設備耐震設計・施工指針１９９７年版 
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別図 アンカーボルトの施工方法 

（１）あと施工金属拡張アンカーボルト（おねじ形）の許容引抜荷重 

設置場所 ａ）堅固な基礎 ｂ）一般的な床スラブ上面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 次の計算式にて、ボルトの短期許容引抜荷重を求

める。ただし、ボルトのせん断応力が 4.5kgf／mm2

（SS400の場合）を超える場合には引張とせん断を

同時に受けるボルトの強度検討を行い、更に、ボル

トの許容引張応力を超えないことを確認する。 

 

                  (3.17) 

 ここに、Ta：アンカーボルトの短期許容引抜荷重

（kgf） 

L :アンカーボルトの埋込長さ(cm) 

（穹孔深さをとってもよい。） 

ｐ：コンクリートの設計基準強度による

補正係数 

 

 

 

とする。 

Fc：コンクリートの設計基準強度 

（kgf／cm2） 

（通常は、180kgf／cm2とする） 

 なお、基礎の隅角部、辺部に打設されたアンカー

ボルトについては、ボルトの中心より基礎辺部まで

の距離Cが、C≦Lの場合、次(3.17－1)式にて短期

許容引抜荷重を求める。 

                 (3.17－1) 

 ここに、C：アンカーボルト中心より基礎辺部ま

での距離（cm） 

ただし、      、 

かつ、       とする。 

 

注１．第一種、第二種軽量コンクリートが使用され

る場合は、1割程度裕度ある選定を行うこと。 

 

短期許容引抜荷重（kgf） 

ボルト径 
ｄ（呼称） 

コンクリート厚さ（ｍｍ） 埋込長さ 
Ｌ（ｍｍ） 120 150 180 200 

Ｍ８ 300 300 300 300 40 

Ｍ10 380 380 380 380 45 

Ｍ12 670 670 670 670 60 

Ｍ16 920 920 920 920 70 

Ｍ20 1,200 1,200 1,200 1,200 90 

Ｍ24 1,200 1,200 1,200 1,200 100 

ボルトの埋込長さ 
Ｌの限度（ｍｍ） 

100 
以下 

120 
以下 

160 
以下 

180 
以下 

 

 

注１ 上図において、上表の埋込長さのアンカーボルトが埋

め込まれたときの短期許容引抜荷重である。 

 ２ コンクリートの設計基準強度Ｆｃは、180kgf／cm2とし

ている。 

 ３ 各寸法が上図と異なるとき或いはコンクリートの設計

基準強度が異なるときなどは、左記強固な基礎の計算に

よるものとする。ただし、床スラブ上面に設けられるア

ンカーボルトは1本当たり、1,200kgfを超す引抜荷重は

負担できないものとする。 

 ４ 埋込長さが右欄以下のものは使用しないことが望まし

い。 

 ５ 第一種、第二種軽量コンクリートが使用される場合は、

一割程度裕度ある選定を行うこと。 
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（２）埋込式Ｊ形、ＪＡ形ボルトの許容引抜荷重 

設置場所 ａ）堅固な基礎 ｂ）一般的な床スラブ上面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 次の計算式にて、ボルトの短期許容引抜荷重を求め

る。ただし、ボルトのせん断応力が4.5kgf／mm2（SS400

の場合）を超える場合には引張とせん断を同時に受け

るボルトの強度確認を行い、更に、ボルトの許容引張

応力を超えないことを確認する。 

                    (3.11) 

 ここに、Ta：アンカーボルトの短期許容引抜荷重

（kgf） 

L  :アンカーボルトの埋込長さ(cm) 

      ただし、６d≦Ｌ≦30 

ｐ：コンクリートの設計基準強度による補

正係数 

とする。 

 

Fc：コンクリートの設計基準強度 

（kgf／cm2） 

（通常は、180kgf／cm2とする） 

 なお、基礎の隅角部、辺部に打設されたアンカーボ

ルトについては、ボルトの中心より基礎辺部までの距

離が、C≦Lの場合、次(3.11－1)式又は(3.11－2)式に

て短期許容引抜荷重を求める。 

1)      の場合 

                   (3.11－1) 

2)      の場合 

                   (3.11－2) 

 ここに、C：アンカーボルト中心より基礎辺部までの

距離（cm） 

      ただし、Ｌ≧ｃ≧４d、 

かつ、        とする。 

ｈ：基礎の盛上高さ(cm) 

注１．L≧6d とすることが望ましい（ｄ：アンカーボ

ルトの呼称径） 

 ２．上図のℓ´は、JISボルトの場合ℓ´≒4.5dであ

る。 

３．第一種、第二種軽量コンクリートが使用される

場合は、１割程度裕度ある選定を行うこと。 

短期許容引抜荷重（kgf） 

ボルト径 
ｄ（呼称） 

コンクリート厚さ（ｍｍ） 

120 150 180 200 

Ｍ８ 900 900 900 300 

Ｍ10 1,200 1,200 1,200 1,200 

Ｍ12 1,200 1,200 1,200 1,200 

Ｍ16 － 1,200 1,200 1,200 

Ｍ20 － － 1,200 1,200 

Ｍ24 － － － 1,200 

ボルトの埋込長さ 
Ｌの限度（ｍｍ） 

100－d 130－d 160－d 180－d 

 

注１ 上図のとおりアンカーボルトが埋め込まれた時の短期

許容引抜荷重である。 

 ２ コンクリートの設計基準強度 Fc は、180kgf／cm2とし

ている。 

 ３ 各寸法が上図と異なるとき或いはコンクリートの設計

基準強度が異なるときなどは、左記強固な基礎の計算に

よるものとする。ただし、床スラブ上面に設けられるア

ンカーボルトは1本あたり、1,200kgfを越す引抜荷重は

負担できないものとする。 

 ４ L≧6dとすることが望ましく、上表の－印部分は、使用

しないことが望ましい。 

 ５ 上図のℓ´は、JISボルトの場合のℓ´≒4.5dである。 

 ６ 第一種、第二種軽量コンクリートが使用される場合は、

１割程度裕度ある選定を行うこと。 
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第２－１表 高層建築物のガス安全システム（その１）（高さ６０ｍを超える共同住宅以外の建築物に適用） 

遮 断 装 置 ガ ス 配 管 ガス漏れ警報器 

メーター 

自動ガス遮断装置 

消 費 設 備 

建築物全体遮断 
埋設部 

（建築物外壁貫通部含む） 

建築物内部配管 

（屋外立上が管含む） 
ガス栓・接続具 消費機器 

１ 建築物の引込管の道路境
界線近傍の敷地内に地上か
ら容易に操作し得る引込管
ガス遮断装置を設置する。 

２ 建築物の引込部近傍に感
震器と連動可能な緊急ガス
遮断装置を次のとおり設置
する。 

 ○ 感震器は 250Gal 以上
の地震を感知し作動する
ものとし、想定応答加速
度が最も高いと想定され
る階層に設置する。 

○ 緊急ガス遮断装置が
作動することにより、建
築物へのガス供給を遮
断する（非常電源に用い
る常用防災兼用ガス専
焼発電設備の配管を除
く。）。 

 ○ 非常時に防災センター
等から押しボタンによっ
て建築物へのガス供給を
瞬時に遮断する。 

 ○ 緊急ガス遮断装置は停
電時作動可能とする。 

  ・ 非常電源駆動式 
  ・ バネ式 
  ・ 気体圧駆動式 
   （空気圧、炭酸ガス等） 
 ○ 緊急ガス遮断装置は防

災センターに作動を表示
し警報を発する。 

１ 埋設配管はポリエチレン
管又は鋼管等とする。 

２ 耐震及び地盤沈下対策を
考慮し、必要に応じて建築
物外壁貫通部外側にスネー
ク管、ベンド管等により可
とう性を持たせる。 

３ 日本ガス協会発行「中低
圧ガス導管耐震設計指針」
に基づき以下の条件で耐震
計算を行う。 
○ 標準設計地盤変位は 
低圧管の場合、水平方向
5cm以上、鉛直方向2.5cm
以上とする。 

○ 鋼管の基準ひずみは 
ε0＝３％以内とする。 

４ 防食措置を施す。 

１ 堅管及び堅管から分岐第
一固定点まで並びに横引配
管は日本ガス協会発行「超
高層建物用ガス配管設計指
針」に基づき設計する。 

  主な設計内容は以下のと
おりである。 
○ 自重により座屈しな
い支持スパンとする。 

 ○ 地震時の層間変位に耐
える配管系とする。 

 ○ 建築物と共振しない配
管系とする。 

 ○ 温度変化による応力を
吸収する配管とする。 

 ○ 配管及び配管支持は建
築物の想定加速度に耐え
るものとする。 

※ この指針に基づく竪管及
び竪管から分岐第一固定点
までの接合は、溶接接合又
はネジ接合を原則とする。 

 （別添え、１参照） 

１ ガス消費機器の使用箇所
にはガス漏れ警報器を設置
する。 

２ メーター本体及びその取
付支持は建築物の想定加速
度に耐えるものとする。 

３ メーター周囲の配管は建
築物と共振しない配管系と
する。 

４ 地震時にメーターに大き
な力が作用することのない
よう配管を堅固に固定す
る。 

５ 次の場所で通気が不可能
な場合は、ガス漏れ警報器
を設置する。 

 ○ ガス遮断弁室 
 ○ ガスメーター室 
 ○ 竪管シャフト 
  （別添え、２参照） 
６ 厨房には自動ガス遮断装
置を設置する。 

７ 自動ガス遮断装置は感震
遮断機能を有するととも
に、ガス漏れや火災発生時
の外部信号と連動遮断が可
能なものとする。 

８ 自動ガス遮断装置が作動
することにより、厨房への
ガスの供給を遮断する。 

９ 防災センター等にガス漏
れの表示・警報及び自動ガ
ス遮断装置の操作・作動状
況を表示する。 

１ 業務用消費機器の場合
は、次のいずれかとする。 
○ 金属管を用いて接続
するときは、両端をネ
ジ、フランジ又は溶接に
より接続する。 

○ 金属可とう管を用い
て接続するときは、両端
をネジ又は迅速継手に
より接続する。 

○ 強化ガスホース又は
ガスソフトコードを用
いて接続するときは、両
端をネジ、抜け防止金具
又は迅速継手により接
続する。 

○ ガスコードを用いて
接続するときは、両端を
迅 速継手により接続
する。 

○ 直接接続ガス栓を用
いて接続するときは、ネ
ジにより接続する。 

２ 一般家庭用消費機器で固
定型消費機器の場合は、過
流出安全機構付きガス栓を
使用する。ただし、前１に
従い接続する場合は、この
限りでない。 

３ 一般家庭用消費機器で移
動型消費機器の場合は、過
流出安全機構付きガス栓を
使用する。 

１ 固定型消費機器の固定
は、想定加速度に耐えるも
のとする。 

２ 機器の選定は次のとおり
とする。 
○ 給湯冷暖房・発電機器
は屋外設置型又は密閉
燃焼型機器若しくは強
制排気方式とする。 
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第２－２表 高層建築物のガス安全システム（その２）（高さ６０ｍ以下の共同住宅以外の建築物に適用） 

遮 断 装 置 ガ ス 配 管 ガス漏れ警報器 

メーター 

自動ガス遮断装置 

消 費 設 備 

建築物全体遮断 
埋設部 

（建築物外壁貫通部含む） 

建築物内部配管 

（屋外立上り管含む） 
ガス栓・接続具 消費機器 

１ 建築物の引込管の道路境
界線近傍の敷地内に地上か
ら容易に操作し得る引込管
ガス遮断装置を設置する。 

２ 建築物の引込部近傍に感
震器と連動可能な緊急ガス
遮断装置を次のとおり設置
する。 

 ○ 感震器は 250Gal 以上
の地震を感知し作動する
ものとする。感震器の設
置は緊急ガス遮断装置の
操作盤内等とする。 

○ 緊急ガス遮断装置が
作動することにより、建
築物へのガス供給を遮
断する（非常電源に用い
る常用防災兼用ガス専
焼発電設備の配管を除
く。）。 

 ○ 非常時に防災センター
等から押しボタンによっ
て建築物へのガス供給を
瞬時に遮断する。 

 ○ 緊急ガス遮断装置は停
電時作動可能とする。 

  ・ 非常電源駆動式 
  ・ バネ式 
  ・ 気体圧駆動式 
   （空気圧、炭酸ガス等） 
 ○ 緊急ガス遮断装置は防

災センターに作動を表示
し、警報を発する。 

 

１ 埋設配管はポリエチレン
管又は鋼管等とする。 

２ 耐震及び地盤沈下対策を
考慮し、必要に応じて建築
物外壁貫通部外側にスネー
ク管、ベンド管等により可
とう性を持たせる。 

３ 日本ガス協会発行「中低
圧ガス導管耐震設計指針」
に基づき以下の条件で耐震
計算を行う。 
○ 標準設計地盤変位は 
低圧管の場合、水平方向
5cm以上、鉛直方向2.5cm
以上とする。 

○ 鋼管の基準ひずみは 
ε0＝３％以内とする。 

４ 防食措置を施す。 

１ 原則として配管口径が
100ｍｍ以上の配管は溶接
接合する。 

２ 配管は日本建築センター
発行「建築設備耐震設計・
施工指針」に基づき設計施
工する。 

 

１ ガス消費機器の使用箇所
にはガス漏れ警報器の設置
を推奨する。 

２ メーター本体及びその取
付支持は建築物の想定加速
度に耐えるものとする。 

３ メーター周囲の配管は建
築物と共振しない配管系と
する。 

４ 地震時にメーターに大き
な力が作用することのない
よう配管を堅固に固定す
る。 

５ 厨房には自動ガス遮断装
置を設置する。 

６ 自動ガス遮断装置は感震
遮断機能を有するととも
に、ガス漏れや火災発生時
の外部信号と連動遮断が可
能なものとする。 

７ 自動ガス遮断装置が作動
することにより、厨房への
ガスの供給を遮断する。 

８ 防災センター等にガス漏
れの表示・警報及び自動ガ
ス遮断装置の操作・作動状
況を表示する。 

１ 業務用消費機器の場合
は、次のいずれかとする。 
○ 金属管を用いて接続
するときは、両端をネ
ジ、フランジ又は溶接に
より接続する。 

○ 金属可とう管を用い
て接続するときは、両端
をネジ又は迅速継手に
より接続する。 

○ 強化ガスホース又は
ガスソフトコードを用
いて接続するときは、両
端をネジ、抜け防止金具
又は迅速継手により接
続する。 

○ ガスコードを用いて
接続するときは、両端を
迅速継手により接続す
る。 

○ 直接接続ガス栓を用
いて接続するときは、ネ
ジにより接続する。 

２ 一般家庭用消費機器で固
定型消費機器の場合は、過
流出安全機構付きガス栓を
使用する。ただし、前１に
従い接続する場合は、この
限りでない。 

３ 一般家庭用消費機器で移
動型消費機器の場合は、過
流出安全機構付きガス栓を
使用する。 

１ 機器の固定は、日本建築
センター発行「建築設備耐
震設計・施工指針」に基づ
き設計施工する。 

２ 機器の選定は次のとおり
とする。 
○ 給湯冷暖房・発電機器
は屋外設置型又は密閉
燃焼型機器若しくは強
制排気方式とする。 
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第２－３ 表高層建築物のガス安全システム（その３）（共同住宅に適用） 

遮 断 装 置 ガ ス 配 管 
メ ー タ ー 

ガス漏れ警報器 

消 費 設 備 

建築物全体遮断 各住戸自動遮断 
埋設部 

(建築物外壁貫通部含む) 

建築物内部配管 

(屋外立上り管含む) 
ガス栓・接続具 消費機器 

１ 建築物の引込管の道路境界

線近傍の敷地内に地上から容

易に操作し得る引込管ガス遮

断装置を設置する。 

２ 建築物の引込部近傍に感震

器と連動可能な緊急ガス遮断

装置を次のとおり設置する。 

 ○ 感震器は250Gal以上の地

震を感知し作動するものと

し、想定応答加速度が最も

高いと想定される階層に設

置する。ただし、６０ｍ以

下の建築物で緊急ガス遮断

装置の操作盤内等に設置す

る場合は、この限りでない。 

○ 緊急ガス遮断装置が作動

することにより建築物への

ガス供給を遮断する（非常

電源に用いる常用防災兼用

ガス専焼発電設備の配管を

除く。）。 

○ 非常時に防災センター等

から押しボタンによって建

築物へのガス供給を瞬時に

遮断する。 

 ○ 緊急ガス遮断装置は停電

時作動可能とする。 

・ 非常電源駆動式 

・ バネ式 

・ 気体圧駆動式 

（空気圧、炭酸ガス等） 

○ 緊急遮断装置は防災セン

ターに作動を表示し警報を

発する。 

１ 各住戸に遮断装置

を内蔵したマイコン

遮断装置付メーター

を設置し、住戸内で

のガスの異常流出又

はメーター近傍に設

置した各住戸用感震

器が200Gal以上を感

知した場合、各住戸

ごとにガス供給を自

動遮断する。 

１ 埋設配管はポリエチレ

ン管又は鋼管等とするこ

と 

２ 耐震及び地盤沈下対策

を考慮し、必要に応じて

建築物外壁貫通部外側に

スネーク管、ベンド管等

により可とう性を持たせ

る。 

３ 日本ガス協会発行「中

低圧ガス導管耐震設計指

針」に基づき以下の条件

で耐震計算を行う。 

○ 標準設計地盤変位は

低圧管の場合、水平方

向5cm以上、鉛直方向

2.5cm以上とする。 

○ 鋼管の基準ひずみ  

はε0＝３％以内とす

る。 

４ 防食措置を施す。 

１ 堅管及び堅管から分岐第一

固定点まで並びに横引配管は、

日本ガス協会発行「超高層建物

用ガス配管設計指針」に基づき

設計する。 

  主な設計内容は以下のとお

りである。 

 ○ 自重により座屈しない支

持スパンとする。 

 ○ 地震時の層間変位に耐え

る配管系とする。 

 ○ 建築物と共振しない配管

系とする。 

○ 温度変化による応力を吸

収する配管とする。 

○ 配管及び配管支持は建築

物の想定加速度に耐えるも

のとする。 

※ この指針に基づく竪管及

び竪管から分岐第一固定点

までの接合は、溶接接合又は

ネジ接合を原則とする。 

  （別添え、１参照） 

２ ６０ｍ以下の建築物は、次の

とおり施工すれば、前１によら

ないことが出来る。 

○ 原則として、配管口径が１

００ｍｍ以上の配管は溶接

接合する。 

○ 配管は日本建築センター

発行「建築設備耐震設計・施

工指針」に基づき設計施工す

る。 

３ 各住戸内配管はフレキシブ

ル配管を原則とする。 

１ メーター本体及びそ

の取付支持は建築物の

想定加速度に耐えるも

のとする。 

２ メーター周囲の配管

は建築物と共振しない

配管系とする。 

３ 地震時にメーターに

大きな力が作用するこ

とのないよう配管を堅

固に固定する。 

４ 次の場合で通気が不

可能な場合は、ガス漏

れ警報器を設置し、エ

レベーターホール等に

表示・警報する。 

 ○ ガス遮断弁室 

 ○ ガスメーター室 

○ 竪管シャフト 

（別添え、２参照） 

１ 固定型消費機器の場

合は、過流出安全機構

付きガス栓を使用す

る。ただし、次のいず

れかに従い接続する場

合は、この限りでない。 

 ○ 金属管を用いて接

続するときは、両端

をネジ、フランジ又

は溶接により接続す

る。 

 ○ 金属可とう管を用

いて接続するとき

は、両端ネジ又は迅

速継手により接続す

る。 

 ○ 強化ガスホース又

はガスソフトコード

を用いて接続すると

きは、両端をネジ、

抜け防止金具又は迅

速継手により接続す

る。 

 ○ ガスコードを用い

て接続するときは、

両端を迅速継手によ

り接続する。 

 ○ 直接接続ガス栓を

用いて接続するとき

は、ネジにより接続

する。 

２ 移動型消費機器の場

合は、過流出安全機構

付きガス栓を使用す

る。 

１ 固定型消費

機器の固定は

想定加速度に

耐えるものと

する。 

２ 機器の選定

は次のとおり

とする。 

 ○ 給湯冷暖

房・発電機

器は屋外設

置型又は密

閉燃焼型機

器若しくは

強制排気方

式とする。 
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別添え 

１ 竪管から分岐第一固定点から下流側の配管 

（１）配管口径が１００㎜以上の場合の配管接合は、原則として溶接とする。 

（２）各階ごとにガスを遮断できるガス栓を設置する。なお、メーターガス栓をこれに代替することができる。 

２ ガス漏れ警報器 

（１）パイプシャフト内に竪管を立上げる場合で当該竪管シャフト内の換気（※１）が不可能な場合は、竪管シャフ

ト内の密閉空間ごとにガス漏れ警報器を設置し、その作動状況が防災センター等（※２）で監視できるシステム

とする。 

（２）ガス漏れ警報器の監視盤は緊急ガス遮断装置の操作盤の近傍に設置する。 

※１ 換気とは直接外気（開放廊下を含む）に面している換気設備をいう。 

※２ 防災センター等の等とは特定の者が監視できる場所をいう。 
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第２－４表 排煙設備による煙の制御を考慮した避難誘導マニュアル ◆ 

 

火
災
等
の
状
況 

防煙位置の目標 

 

備 考 

煙拡散範囲 火災室 
廊下 

(第一次安全区画) 

付室 

(第二次安全区画) 

階段室 

煙汚染 

排煙設備 居室排煙 
廊下排煙 

(居室排煙を含む) 

付室排煙（居室・廊下

排煙を含む。） 

 

 

避 
 

難 
 

誘 
 

導 
 

計 
 

画 

 

出火階 

階段入り込み完了 

（階段室とびら

の 閉鎖） 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

自衛消防隊

の任務 

・排煙設備の操作及 

びその効果の確認 

・避難完了の報告 

・その他計画に定め 

る行動 

 

階段室に煙を入れないための措置 

(1) 扉関係    (2) 排煙設備関係 

ア 居室扉の閉鎖   煙拡散範囲の排煙 

イ 付室扉の閉鎖 

ウ 階段室扉の閉鎖 

※ （防災センターへの結果報告） 

 

担当者の指定 

 

※特に重要な

措置 

 

   

 

出火階の 

上方階 

 

 

 

 

  ・避難目的地→

原則として地上 

  ・避難範囲→出

火階の上方階全

員 

  ・優先順位→不

特定多数・高密

度階 

なお、場合によっては地上階から最上階ま 

での在館者全員が一斉避難を開始すること 

になるが、特別避難階段の避難効率及び収 

容人員等から考慮すると、待ち時間が長く 

なることが予想されるので、階別空調単位 

及び中間避難床等により分割し、かつ、危 

険度に応じて避難優先順位を決定するもの 

であること。   

  防災セン

ターの指

示事項の

遵守 

 

教育・訓

練の実施 

 

 

 

 

 

自衛消防隊

の任務 

・情報の提供 

・階段頂部とびらの閉鎖 

・その他計画に定める行動 
担当者の指定 

   

 

出火階の 

下方階 

 

 

 原則としては火災初期に避難開始すべきものであるが、防火区画等

構造上おいて特にその安全性が確保できるものであれば、煙汚染等の

危険性を有する火災階及びその上階の避難者が当該階を通過した後に

避難（階段入り込み開始）を開始するものとする。 

防災センター

の支持事項の

遵守 

教育・訓練の

実施 

 自衛消防隊

の任務 

 上欄に掲げた事項が遵守され、かつ、避難開始前後においてパニッ

ク等が発生しないよう情報の伝達等に特に留意するものであること。 

 

注） 本表はあくまでも避難マニュアルの基本事項を表したものであり、出火階、出火場所及び出火時間等に

よって差異があるので、本表の主旨を踏まえて流動的に運用する必要がある。 

また、危険物施設の有無、延焼拡大の危険性、消防用設備の作動状況、防災センターの活用、自衛消防

活動体制及び出火階を含めた避難行動等のゾーニング等について十分考慮し、実態に即した避難計画を樹

立する必要がある。 

 

 

火災初期におい

て守る防煙位置 

成長期において

守る防煙位置 

避 
難 

開 

始 

避 

難 

完 

了 

避難 

開始 
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第２－５表 スプリンクラー設備の設計レベル等 

 

設
備
機
器
の
名
称 

設 

計 

指 

針 

耐 震 措 置 の 概 要 備  考 

水
槽
タ
ン
ク
類 

 

１ 水槽の設置部分に作用する地震時の力を想定し、これにより発生する曲

げ、せん断応力等に十分耐える措置をする。基礎も同様とする。 

２ 地動の振幅を考慮した貯水の応答等を加味し、強度的に弱いものは、材

料の使用制限、補強、スロッシングによる影響度の低減等の措置をする。 

水槽の構造例 

コンクリート製

（地下受水槽） 

鋼板製（床置） 

ＦＲＰ製（床置）

木製（床置） 

加
圧
送
水
装
置 

○ 

１ 固定は、水槽タンク類に準じる。 

２ ポンプケーシング等が強度的に弱い場合は、脆性材の使用制限を考慮す

る。 

３ 防振支持は、ずれ、飛び出し防止の措置をする。 

目標高度を定め

るもの 

・・・・据え付け

目標強度を定め

ないもの 

・・・・機器本体 

配
管
（
一
般
事
項
） 

○ 

１ 配管のねじ接続を制限する。 

２ 脆性材の使用制限を考慮する。 

３ 配管系に逃げを考慮する。 

４ 配管と付属機器の接続箇所及び付属機器の固有振動を考慮する。 

５ 地盤、建物、機器等との相対変位が考えられる場所には、フレキシビリ

ティーをもたせる。 

６ 床、壁の貫通部は、剛な支持、固定は避ける。 

 

配
管
（
立
上
り
管
） 

 

１ 超高層建築物の立上り管は、層間変位に耐えるように措置する。 

２ 立上り管の頂部は、四方向プレーシングを措置し、他の部分にも適切な

支持を措置する。 

３ 応力が大きくなると予想される部分は、門型配管を避けるよう考慮する。 

４ 強制変形が許容応力以下の場合は、許容応力による（支持金具の強度と

のかねあいを考慮する。）。 

 

配
管
（
横
引
き
管
） 

 

１ 壁を貫通する部分は、できるだけルーズにし、特殊なスリーブ等を用い

て充てん材をつめる。 

２ 横引き配管又は枝管とヘッドまでの間隔は低限値を定める。 

３ 管のたわみにより、振動が増長されないよう配慮する。 

４ 配管系の基本寸法、支持金具の配置等の基本寸法を検討する。 

５ 横引き管の支持は、立上り管の分岐箇所からなるべく長くとる。 

６ メイン横管のともぶれ防止（Ｖ型つり金具による措置）を配慮する。 

７ 天井共振現象による部分破壊（ヘッド、末端枝管）を考慮する。 

 

継
手
類 

 

１ ねじ込み管継手、ユニオン継手等の使用制限を配慮する。 

２ 曲げモーメントが大きい部分のフランジ型継手の使用制限を配慮する。 

３ たわみ継手（ベローズタイプ）の振れ止めを考慮する。 

４ ボールジョイントのパッキンの材質、構造を検討する。 

５ 可とう継手は、その特性内で使用するよう設置場所に適応する種類を決

める。 
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バ
ル
ブ
類 

 

１ 配管系における取付け場所を制限する。 

２ 流水検知装置、一斉開放弁を含み外力に対する強度を考慮する。 

３ 脆性材の使用制限及びフレキシビリティーのもたせ方を検討する。 

 

つ
り
金
具 

支
持
金
具 

○ 

１ 配管の軸に対し、直角方向にあまり剛とならないように支持する。 

２ 動的、静的見地から、適切な支持金具、支持方法を検討する。 

 

ス
プ
リ
ン
ク

ラ
ー
ヘ
ッ
ド 

○ 

１ 建物の設計加速度による応答加速度の２倍の加速度に耐えるようにす

る。 

２ ヘッド周囲の内装部材等の損傷による衝撃に耐えるよう考慮する。 

３ 内装、天井材等に対するヘッドの拘束をなるべくルーズにする。 

 

基
礎
・ 

ボ
ル
ト
類 

 

重量機器を設置する部分に作用する地震時の力を想定し、当該機器の据え

付け部に生じる応力に十分耐える基礎及びボルト類を用いる。 

 

(注)  設計指針欄の○印については、将来標準工法を定めるものであり、その他については、目標強度によ

り耐震措置を図るものであること。 
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第２－６表 局部震度法による設計用標準震度 

 

設置階 
建築設備機器の耐震クラス 

適用階の区分 
耐震クラスＳ 耐震クラスＡ 耐震クラスＢ 

上層階、 

屋上及び塔屋 
2.0 1.5 1.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

塔屋 

 

上層階 

 

 

 

  

  

  

中間階 1.5 1.0 0.6 

 

 

 

 

 

  

 

中間階 

 

 

 

 

 

 

地階及び１階 
1.0 

(1.5) 

0.6 

(1.0) 

0.4 

(0.6) 

 

 

ＧＬ 

 

 
 

1階 

 

地階 

 

 

 

 

 

 

 

( )内の値は地階及び１階（地表）に設置する水槽の場合に適用する。 

上層階の定義について 

・ ２～６階建ての建築物では、最上階を上層階とする。 

・ ７～９階建ての建築物では、上層の２層を上層階とする。 

・ 10～12階建ての建築物では、上層の３層を上層階とする。 

・ 13階建ての建築物では、上層の４層を上層階とする。 

中間階の定義について 

・ 地階、１階を除く各階で上層階に該当しない階を中間階という。 

耐震クラスの適用について 

・ 非常電源については、耐震クラスＳ又は耐震クラスＡとする。 

  ただし、藤沢市地震対策条例（昭和59年藤沢市条例第6号）第２条第６号に規定される特定施設に設置する自

家発電設備及び蓄電池設備にあっては、耐震クラスＳを指導すること。 

・ 地上（建物外）に設置する非常電源の設計用標準震度は1.0を指導すること。 
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第２－７表 非常電源の耐震措置 

 

設備機器等 耐震措置の概要 備考 

電気室の構造 

１ 電気室の間仕切り等の区画構成材については、区画材の破損、転倒等

による機器等への二次的被害及び機能障害を防止するために無筋ブロッ

ク壁等を避け、鉄筋を用いて施工又は、鉄筋コンクリート造とすること。 

２ 天井は、耐震設計がなされたもの以外は設けないこと。 

電気室への浸水防

止についても措置を

講じること。 

重量機器 

１ 変圧器、コンデンサ、発電機、蓄電池、配電盤等の重量機器は、地震

荷重による移動、転倒等を防止するため、本体及び架台をアンカーボル

トにより堅固すること。 

  この場合、アンカーボルトの強度は、当該機器の据えつけ部に生じる

応力に十分耐えられるものとすること。 

２ 蓄電池の電槽相互の衝撃防止を図るため、緩衝材を用いて架台等に固

定すること。 

３ 防振ゴム等を用いるものにあっては、本体の異常振動を防止するため

のストッパーを設けること。 

 機器、架台等のアン

カーボルトの固定は、

水平及び垂直に働く

地震荷重に耐えるも

ので、４点以上の支持

とすること。 

機器接続部 

 発電機に接続される燃料管、水道管、電線管、変圧器及び蓄電池等に接

続される電線、その他振動系の異なる機器相互間等は、振動による変位に

耐えられるように可とう性をもたせること。 

 

配線、配管 

排気管等 

１ 電気配線の壁貫通部・機器との接続部等の部分については、可とう性

等の措置をすること。 

２ 燃料配管及び冷却水配管等は、バルブ等の重量物の前後及び適当な箇

所で軸直角二方向拘束等有効な支持をすること。 

  なお、配管の曲り部分、壁貫通部等には、可とう管を用い、可とう管

と接続する直管部は三方向拘束支持とすること。 

３ 発電機の排気管は、熱膨張や地震時の振動により変位が生じないよう

重量機器に準じて支持すること。 

 発電機に接続する

煙道にあっては、耐火

レンガ等の脱落によ

る運転障害がないよ

う耐震上十分考慮す

る。 

継電器 

（配電盤） 

 防災設備の電気回路に用いる継電器で、その誤作動により重大な支障と

なるものは、無接点継電器を使用するほか、共振点の移行等によって誤作

動しないようにすること。 

 

タンク等 

 発電機に付属する燃料タンク及び冷却水タンクは、スロッシングによる

タンクの破損を防止するため、タンク本体の強化及び防波板の取付等の措

置をとること。 

 なお、タンクの固定は重量機器に、タンクと配管の接続部は配管に準じ

て施工すること。 

タンク据えつけ架

台についても、重量機

器に準じて耐震措置

をすること。 

 

 

 

 

 

 


